
オンラインでの麻薬卸売業
者免許（継続）の申請方法



申請先の保健所を選択する

申請する業務所が所在する地域を管轄する保健所名をクリックしてください。
※同一法人で免許更新対象の麻薬業務所が複数あり、かつ管轄する保健所が異なる場合は、いずれかの管轄
保健所オンライン申請窓口から申請してください。

オンラインによる継続申請
→同一法人の複数麻薬業務所（最大１０業務所）をまとめて、ひとつの保健所オンライン申
請窓口に申請可能です。



大分市内に所在する麻薬業務所のオンラインでの継続申請について

大分市内の免許更新対象の業務所については、令和５年現在、オンライン申請可能な場合
と不可の場合があります。

南部保健所 西部保健所 大分市保健所

株式会社○○佐伯支店

同一法人の複数業務所をまとめて１つの保健所の
オンライン申請窓口に申請

※大分市保健所にオンライン
申請窓口は設けていない。

大分市内の麻薬業務所も、大分県内の他市町村に所在する同一法人の更新対象の他麻薬業務所がある場合は、
その他麻薬業務所の管轄保健所オンライン申請窓口（図の場合、南部保健所または西部保健所）に申請可能です。

ケース①
大分市内にしか、免許更新対象の麻薬業務所が存在しない。
→オンライン申請不可

ケース②
大分県内の他市町村に所在する免許更新年が同じ同一法人の他麻薬業務所が存在する。
→同一法人の麻薬業務所とまとめてオンライン申請可能

（大分市内の麻薬業務所については、他麻薬業務所の管轄保健所オンライン申請窓口に
まとめて申請してください。）

株式会社○○日田支店 株式会社○○大分支店



申請をはじめる

「ログインして申請に進む」もしくは「メールを認証して申請に進む」をクリックして申請を
はじめてください。



「ログインして申請に進む」を選択した場合

Google・LINEもしくはメールアドレス・パス
ワードを入力してログインしてください。

①Grafferスマート申請を初めて利用される方はアカウント作成が
必要となりますので、「Grafferアカウントを新しく作成する」をクリッ
クしてください。

②姓・名・登録用メールアドレス・パスワードを入力してください。
（登録いただいたメールアドレスあてに大分県から手数料納付依
頼のメール等を送信します。）
③「Grafferアカウントを登録する」をクリックすると、仮登録が完了

し、登録用メールアドレスあてに下記のメールが送信されますの
で、URLから本登録を完了してください。

①

②

③



「メールを認証して申請に進む」を選択した場合

①赤枠内にメールアドレスを入力してください。
（入力したメールアドレスあてに大分県から
手数料納付依頼メール等を送信します。）

②入力したメールアドレスあてに下記のメー
ルが送信されますので、URLからメールアドレ
スの認証を完了してください。

①

②



申請に進む

利用規約を確認し、「利用規約に同意する」にチェックを入れ、
「申請に進む」をクリックしてください。



申請者の種別を選択する

申請者が個人の場合→「個人」を選択してください。
申請者が法人の場合→「法人」を選択してください。



申請者に関する情報等を入力する（個人の場合）

申請者の氏名・住所、連絡が取れる電話番
号を入力してください。

※メールアドレスはGrafferログイン時のメー
ルアドレスとなります。



申請者に関する情報等を入力する（法人の場合）

法人の名称及び主たる事業所の所在地、連
絡が取れる電話番号を入力してください。

※メールアドレスはGrafferログイン時のメー
ルアドレスとなります。

入力例に従い法人代表者の役職名及び氏
名を入力してください。



麻薬業務所について①

申請する麻薬業務所の現在の麻薬卸売業者
免許番号、麻薬業務所の名称・所在地、医薬
品卸売販売業許可番号・許可年月日を入力し
てください。

同一法人の場合、最大１０麻薬業務所まで同
時に申請することができます。



麻薬業務所について②

申請する麻薬業務所の所在地を管轄する保健
所（部）を選択肢から選んでください。

2施設以上の麻薬業務所を申請する場合は、

「追加する」をクリックすると申請麻薬業務所を
追加できます。



添付書類について（法人）

添付が必須なもの
①麻薬関係業務を行う役員を示す組織図
・組織図や業務分掌表をPDF等の形式で添付

してください（添付可能最大ファイル容量：１０
メガバイト）。

②法人代表取締役及び麻薬関係業務を行う
役員全員分の診断書の写し

・法人代表取締役及び上記組織図で示された
麻薬関係業務を行う役員全員分の診断書の
写しをPDF等の形式で添付してください（５ファ

イルまで添付可能、添付可能最大ファイル容
量：７メガバイト）。※診断書原本は麻薬卸売
業者免許証の有効期間満了時（最大３年間）
まで保管してください。

※照会番号及び照会番号発行年月日の入力
は任意です。

照会番号の取得には、登記情報提供サービス
の利用登録が必要です。
登記情報提供サービスHP: 
https://www1.touki.or.jp/



欠格条項について入力する

申請者及び麻薬関係業務を行う役員について、
欠格条項に該当するか否か、選択してください。

「有り」の場合は、その詳細について入力欄に
記載してください。

※欠格条項に関する添付資料を提出する場合
は、前出の「その他添付書類」に添付してくださ
い。



手数料の支払い方法を選択する

申請する業務所数及び手数料合計を再度確認してください。

※麻薬卸売業者免許申請手数料：１つの申請業務所につき
14,600円

14,600円×申請業務所数2=29,200円

手数料の支払い方法について
確認し、「了承する」を押してく
ださい。



申請内容の確認し、申請を完了する。

申請内容について、誤りが無
いか再度確認してください。

修正する場合は、「編集する」
をクリックしてください。

申請内容の確認後、「この内
容で申請する」ボタンを押して
ください。

申請内容が大分県に送信さ
れます。
※大分県職員が申請確認後、

手数料納付依頼を登録メー
ルアドレスあてに送信します
ので、手数料の納付手続をお
願いします。
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